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様式例（法第 31条第３項第５号関係） 

○ 財産目録 

 

2022年度会計財産目録 

 

2023年 3月 31日現在 

 

 特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道 
科 目 ・ 摘 要 金  額 （単位：円） 

Ⅰ 資産の部 

 １ 流動資産 

     現金（現金手許有高） 

     普通預金（北海道労働金庫札幌北支店） 

         （北洋銀行 道庁支店） 

     振替貯金（ゆうちょ銀行北 5条支店） 

     未収金 （北海道委託事業収入） 

         （札幌市委託収入） 

     前払費用 

 

 

53,012 

12,665,549 

7,267,102 

260,072 

994,759 

1,251,844 

67,320 

  

流動資産合計  22,559,658  

 ２ 固定資産 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産合計    

資産合計   22,559,658 

    

Ⅱ 負債の部 

 １ 流動負債 

    未払金 

    前受金 

    預り金（源泉所得税）           

 

 

 

11,000 

76,113 

  

流動負債合計  87,113  

 ２ 固定負債 

    

 

 
  

固定負債合計    

負債合計   87,113 

正味財産   22,472,545 
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様式例（法第 31条第３項第５号関係） 

○ 貸借対照表（報告式） 

2022年度貸借対照表 

2023年 3月 31日現在 

 

特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道 

科  目 金  額 （単位：円） 

Ⅰ 資産の部 

 １ 流動資産 

    現金 

    普通預金（北海道労働金庫札幌北支店） 

        （北洋銀行 道庁支店） 

    振替貯金（ゆうちょ銀行北 5条支店） 

    未収金 （北海道委託事業収入） 

        （札幌市委託収入） 

    前払費用 

 

 

53,012 

12,665,549 

7,267,102 

260,072 

994,759 

1,251,844 

67,320 

  

     流動資産合計  22,559,658  

 ２ 固定資産 

     

 

 
  

     固定資産合計    

     資産合計   22,559,658 

Ⅱ 負債の部 

 １ 流動負債 

    未払金 

    前受金 

    預り金（源泉所得税） 

 

 

 

 

11,000 

76,113 

 

  

     流動負債合計 

 ２ 固定負債 

    長期借入金     

 

 

 

87,113 

 

 

 

     固定負債合計    

     負債合計   87,113 

Ⅲ 正味財産の部 

  前期繰越正味財産 

  当期正味財産増加額 

 

 

21,993,466 

479,079 

 

 

 

     正味財産合計   22,472,545 

     負債及び正味財産合計   22,559,658 

 
注１ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 前事業年度の末日現在における資産，負債及び財産を記録する。 

 ３ 法第 28条第１項各号に規定する財産上の利益については、区分して計上すること。 
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様式例（法第 31条第３項第５号関係） 

○収支計算書 

 

2022年度収支計算書 

（2022年 4月 1日～2023年 3月 31日） 

 

特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道 

科  目 
金 額  

（単位：円） 

  

Ⅰ 経常収入の部（A） 

 １ 受取会費 

① 個人正会員受取会費 

2,000円×166人（2022年度） 

    2,000円×1人分（2021年度） 

② 団体正会員受取会費 

10,000×42口 

③ 個人協力会員受取会費 

1,000円×128(2022年度) 

1,000円×1（2021年度） 

1,000円×1（2020年度） 

④ 団体賛助会員受取会費 

10,000 円×16 

  受取会費計（a） 

 

 

334,000 

 

 

420,000 

 

130,000 

 

 

 

160,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,044,000 

 

 ２ 受取寄附金 

① 受取寄附金 

  受取寄附金計(b) 

 

4,724,045 

 

 

4,724,045 

 

 ３ 受取助成金等 

① 補助金等 

② 受取民間助成金 

  受取助成金等計(c) 

 

1,000,000 

300,000 

 

 

 

1,300,000 

 

 ４ 事業収益 

① セミナー等事業収益 

② 委託事業収入 

  事業収益計(d) 

 

55,000 

4,600,603 

 

 

 

4,655,603 

 

 ５ その他の収益 

① 受取利息 

② 雑収益 

   その他の収益計(e) 

 

172 

1,200 

 

 

 

 1,372 

 

経常収入合計(A)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)   11,725,020 

Ⅱ 経常支出の部（B） 

 １ 事業費 

  (1)人件費 

① 給料手当 

 

 

 

3,186,475 
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② 交通費 

③ 法定福利費 

④ 福利厚生費 

  人件費計(a) 

  

 

 

3,186,475 

 (2)その他の経費 

① 不当行為事例の把握・内容検討 

② 事例調査・分析費 

③ 通報ダイヤル費 

④ 旅費交通費 

⑤ 委託・補助事業費 

⑥ 消費者問題セミナー開催 

⑦ 啓発活動 

⑧ 差止請求に係る費用 

⑨ 減価償却費 

  その他経費計(b)  

 事業費計( c)=(a)+(b) 

 

2,564 

886,096 

 

3,610 

5,245,943 

 

205,330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,343,543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,530,018 

 ２ 管理費 

(1) 人件費 

① 給料手当 

② 法定福利費 

③ 福利厚生費 

  人件費計(d) 

 (2)その他の経費 

① 旅費交通費 

② 支払手数料 

③ 会議費 

④ 諸会費 

⑤ 事務所費 

⑥ 備品費 

⑦ 水道光熱費 

⑧ 事務用品費 

⑨ 通信費 

⑩ リース代 

⑪ 租税公課 

⑫ 雑費 

⑬ 業務委託費 

⑭ 印刷製本費 

  その他経費計(e)  

管理費計(f)=(d)+(e) 

 

 

240,000 

19,637 

 

 

 

107,000 

9,919 

47,311 

32,000 

102,789 

 

134,448 

319,961 

367,361 

108,900 

70,000 

9,597 

147,000 

 

 

 

 

 

259,637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,456,286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,715,923 

   経常費用計（B）=(c)+(f)   11,245,941 

  当期経常増減額(C)=(A)-(B)   479,079 

Ⅲ 経常外収益 

 経常外収益計 
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Ⅳ 経常外費用 

 経常外費用計 

   

   当期正味財産増加額（減少額）   479,079 

   前期繰越正味財産額    21,993,466 

   当期正味財産合計   22,472,545 

 

注１ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 「事業費」とは，法人の事業の実施のために直接要する支出で，管理費以外のものをいい，

会計処理上は，事業の種類ごとに区分して記載すること。事業費の例としては，「○○事業費」

（注：当該事業の実施のために直接要する人件費・交通費等の費用が含まれる。）等が挙げら

れる。 

３ 収支計算書は，法第 29 条第２項に規定するところにしたがい，「差止請求関係業務」，「不

特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動に係る業務」，「その他の業務」につい

て，事業毎に区分してその収支が明確になるように作成すること。また，法第 28条第１項各

号に掲げる財産上の利益については，その収入及び支出の状況を明瞭に記載すること。 

 

 



第2号議案

334,000

420,000

130,000

160,000

1,044,000

4,724,045 個人・団体からの寄付金

4,724,045

1,000,000

300,000 消費者スマイル基金からの助成金

1,300,000

55,000

4,600,603

4,655,603

172 銀行利息

1,200

1,372

11,725,020

3,186,475

3,186,475

2,564 特定記録代金

886,096

3,610

　⑤委託・補助事業費用 5,245,943 補助・委託事業等の関連費用

205,330 派遣講座講師謝礼

6,343,543

9,530,018

240,000 事務局人件費（2割）

19,637 雇用保険料

259,637

　人件費計(a)

　②法定福利費

(2)その他の経費

　③福利厚生費

　人件費計(d)

　①不当行為事例の把握・内容検討

　⑥消費者問題セミナー開催　

　①給料手当

　③通報ダイヤル費

　⑦啓発活動

(1)人件費

　④旅費交通費

　その他経費計(b)

　②事例調査・分析費

　⑧差止訴訟に係る費用

　⑨減価償却費

4.事業収益

2.管理費

　事業費計(c)＝(a)＋(b)

　①受取利息

　②雑収益

経常収益計(A)=(a)+(b)+(c)+(d)＋( e

Ⅱ　経常費用(B)

　④福利厚生費

　③法定福利費

　②交通費

2022年度活動計算書

   受取会費計(a)

　　③個人協力会員受取会費

　　④団体賛助会員受取会費

                           （2022年4月1日～2023年3月31日まで）

金額（単位：円）

　　②団体正会員受取会費

Ⅰ　経常収益(A)

備　　　　　考

2,000円×166（2022年度)・2,000円×1(2021
年度)

1,000×128（2022年度）、1,000円×1(2021年
度）・1,000×1（2020年度）

10,000円×16

　　　　　　　　　科　　　　　目

10,000円×42

1.受取会費

　　①個人正会員受取会費

3.受取助成金等

2.受取寄付金

   受取寄付金計(b)

　②施設等受入評価益

  ①受取寄付金

　①補助金等

 (1)人件費

1.事業費

　①給料手当

  受取助成金等計（c）

　②受取民間助成金

　③委託事業収入

　①セミナー等事業収益

5.その他の収益

 事業収益計(d)

  その他の収益計 (e)

北海道補助金

事務所賃料,会議室賃料,通報担当報酬

資料印刷代他

事務局人件費・交通費

消費者庁・北海道・札幌市委託収入

講師派遣の講師料

旅費等



第2号議案

107,000

9,919 振込手数料

47,311 会場費等

32,000 消費者機構日本団体会員費等

102,789 事務所賃料（2割）

134,448 電気・暖房料

319,961 事務消耗品・ＦＡＸカウンター代

367,361 電話代・ホームページサーバー代、ＶＰＮ設定

108,900 コピー機・電話リース代

70,000 法人道税・市税

9,597

147,000

1,456,286

1,715,923

11,245,941

479,079

479,079

21,993,466

22,472,545

理事会交通費

会計事務所への委託料

　③会議費

　④諸会費

金額（単位：円） 備　　　　　考

　⑫雑費

　⑨通信費

　⑥備品費

　⑦水道光熱費

　⑧事務用品費

　　　　　　　　　科　　　　　目

  ⑭印刷製本費

  ⑬業務委託費

　⑪租税公課

　②支払手数料

　⑤事務所費

　⑩リース代

　①旅費交通費

(2)その他の経費

次期繰越正味財産額（Ｉ）=(Ｇ)＋(Ｈ)

　その他経費計(e)

当期経常増減額（C）=(A)－(B)

Ⅲ　経常外収益

経常外収益計（Ｄ）

Ⅳ　経常外費用
経常外費用計（Ｅ）

当期正味財産増減額(G)＝(C)＋(Ｄ)－(Ｅ)＋(Ｆ)

前期繰越正味財産額（Ｈ）

経理区分振替額（Ｆ）

　管理費計(f)＝(d)＋(e)

経常費用計(B)＝(c)＋(f)



被害回復関係業務 差止請求関係業務
不特定多数かつ多数の消費
者の利益の擁護を図るための
活動に係る業務

管理部門 合計

334,000 334,000
420,000 420,000
130,000 130,000
160,000 160,000

1,044,000 1,044,000

4,724,045 4,724,045

4,724,045 4,724,045

1,000,000 1,000,000
300,000 300,000

1,300,000 1,300,000

55,000 55,000
4,600,603 4,600,603
4,655,603 4,655,603

172 172
1,200 1,200
1,372 1,372

5,955,603 5,769,417 11,725,020

3,186,475 3,186,475

3,186,475 3,186,475

1,760 804 2,564
113,000 773,096 886,096

3,610 3,610
5,245,943 5,245,943

205,330 205,330

114,760 773,900 5,451,273 3,610 6,343,543
114,760 773,900 5,451,273 3,190,085 9,530,018

240,000 240,000
19,637 19,637

259,637 259,637

107,000 107,000
9,919 9,919

47,311 47,311
32,000 32,000

102,789 102,789

134,448 134,448
319,961 319,961
367,361 367,361
108,900 108,900
70,000 70,000
9,597 9,597

147,000 147,000

1,456,286 1,456,286
1,715,923 1,715,923

114,760 773,900 5,451,273 4,906,008 11,245,941
▲ 114760 ▲ 773,900 504,330 863,409 479,079

▲ 114760 ▲ 773,900 504,330 863,409 479,079
21,993,466
22,472,545

2022年度 活動計算書　被害回復関係業務及び差止請求業務等の区分したもの

  ②委託事業収入

  ①補助金等

  ⑬業務委託費

経理区分振替額（Ｆ）

　②支払手数料

　⑨減価償却費用

 事業収益計(d)
5.その他の収益

  その他の収益計 (e)

　③福利厚生費

　人件費計(d)

　①旅費交通費

　⑩リース代
　⑪租税公課

　⑥備品費

Ⅰ　経常収益

　④諸会費
　⑤事務所費

経常費用計(B)＝(c)＋(f)

　⑨通信費

　②事例調査・分析費
　③通報ダイヤル費

(2)その他の経費

　①給料手当
　②法定福利費

(1)人件費
2.管理費
　事業費計(c)＝(a)＋(b)

　①受取利息
　②雑収益

　②団体正会員受取会費

次期繰越正味財産額（Ｉ）=(Ｇ)＋(Ｈ)

　その他経費計(e)

　⑧差止訴訟に係る費用

当期経常増減額（C）=(A)－(B)
Ⅲ　経常外収益
経常外収益計（Ｄ）
Ⅳ　経常外費用
経常外費用計（Ｅ）

当期正味財産増減額(G)＝(C)＋(Ｄ)－(Ｅ)＋

　⑫雑費

　⑭印刷製本費

　管理費計(f)＝(d)＋(e)

前期繰越正味財産額（Ｈ）

　⑥消費者問題セミナー開催　

経常収益計(A)=(a)+(b)+(c)+(d)+( e)

  受取助成金計（c）

   受取寄付金計(b)

　②受取民間助成金

　④団体賛助会員受取会費

　③会議費

　⑦水道光熱費
　⑧事務用品費

Ⅱ　経常費用

　その他経費計(b)

　③法定福利費

　①不当行為事例の把握・内容検討

　⑤委託・補助事業費用

(1)人件費
1.事業費

　①給料手当
　②交通費

　④福利厚生費

　人件費計(a)

　④旅費交通費

　③個人協力会員受取会費

　⑦啓発活動

(2)その他の経費

                          　　　　（2022年4月1日～2023年3月31日まで）

　①セミナー等事業収益

1.受取会費
　①個人正会員受取会費

3.受取助成金等

2.受取寄付金
  ①受取寄付金
　②施設等受入評価益
　③ボランティア受入評価益

   受取会費計(a)

4.事業収益

　　　　　　　　　科　　　　　目



北海道補助事業
北海道委託事業
(講師派遣事業）

消費者庁委託事業
（消費者被害の実態調
査）

札幌市委託事業
（消費者行政専
門的支援事業）

事業収入
消費者スマイル
基金

小計

　②団体正会員受取会費

1,000,000 1,000,000 1,000,000

300,000 300,000 300,000

1,000,000 300,000 1,300,000 1,300,000

55,000 55,000 55,000

994,759 2,354,000 1,251,844 4,600,603 4,600,603

994,759 2,354,000 1,251,844 55,000 4,655,603 4,655,603

1,000,000 994,759 2,354,000 1,251,844 55,000 300,000 5,955,603 5,955,603

80,040 1,879 56,910 30,671 169,500 169,500

80,040 1,879 56,910 30,671 169,500 169,500

2,564 2,564

886,096 886,096

948,502 761,525 2,325,141 1,210,775 5,245,943 5,245,943

205,330 205,330 205,330

888,660 948,502 761,525 2,325,141 1,210,775 205,330 5,451,273 6,339,933

888,660 1,028,542 763,404 2,382,051 1,241,446 205,330 5,620,773 6,509,433

　②事例調査・分析費

　②交通費

経常収益計(A)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)

Ⅱ　経常費用

　②委託事業収入

5.その他の収益

  その他の収益計 (e)

　①受取利息

　②雑収益

(1)人件費

 事業収益計(d)

6.繰入金収入 (f)

各種消費者問題に関する情報提供及び啓発事業

   受取会費計(a)

3.受取助成金等

2.受取寄付金

  ①受取寄付金

　②施設等受入評価益

　③ボランティア受入評価益

4.事業収益

1.受取会費

　①個人正会員受取会費

  ①補助金等

　事業費計(c)＝(a)＋(b)

　⑦啓発活動

(2)その他の経費

1.事業費

　①給料手当

　その他経費計(b)

　③法定福利費

　①不当行為事例の把握・内容検討

　⑧差止訴訟に係る費用

　人件費計(a)

　④旅費交通費

　⑥消費者問題セミナー開催　

　⑨減価償却費用

  ⑤委託・補助事業費用

　④福利厚生費

　③通報ダイヤル費

   事業別損益の状況について 活動計算書　差止請求業務等の区分したもの（2022年4月1日～2023年3月31日まで   ）

  受取助成金計（c）

　①セミナー等事業収益

合計差止請求関係業務　　　　　　　　　科　　　　　目

   受取寄付金計(b)

　③個人協力会員受取会費

　④団体賛助会員受取会費

Ⅰ　経常収益

　②受取民間助成金

不特定多数かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動に係る業務
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様式例（法第３１条第３項第５号関係） 

○事業報告書 

令和４年度の事業報告書（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで） 
 

特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道 
１ 事業の実施に関する事項 

（１）差止請求関係業務 

業務名 

(定款に記載した業

務) 

業務内容の詳細 
当該業務の 

実施日時 

当該業務の 

実施場所 

従業者の 

人数 

収支計算書の 

支出額 

（単位：千

円） 

(2)各種消費者被害

の救済・支援事業 

(3)各種消費者問題

の調査・研究事業 

 

 

1.被害回復検討委員会の開催 (1)2022年 4月 12日（9名） 

(2)2022 年 5月 23日（11名） 

(3)2022 年 6月 16日（11名） 

(4)2022 年 7月 1日（14名） 

(5)2022 年 8月 30日（12名） 

(6)2022 年 10月 3日（15名） 

(7)2022 年 11月 22日（13名） 

(8)2022 年 12月 20日（15名） 

(9)2023 年 2月 3日（14名） 

◆2022年 4月 28日～5月 6日（6名） 

  持回り被害回復検討委員会 

 

オンライン会議 ・被害回復検討委員

11 名 

（4月～6月） 

事務局 6名 

・被害回復検討委員

15 名 

（7月～3月） 

・収入 

    0円 

 

・支出 

事例調査・分析

費 

  886千円 

不当行為事例

把握・内容検討 

  2.5千円 

 

2．検討委員会の開催 (1)2022年 4月 12日（16名） 

(2)2022年 7月 1日(15名) 

(3)2022年 8月 30日（15名） 

オンライン会議 検討委員 19 名 

事務局 6名 
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(4)2022年 10月 3日(18名) 

(5)2022年 11月 22日（16名） 

(6)2022年 12月 20日(17名) 

(7)2023年 2月 3日（15名） 

 

 

 

3．検討グループ開催 (1)A検討グループ 

・2022年 4月 6日(6名) 

・2022年 5月 16日（8名） 

・2022年 7月 13日（9名） 

・2022年 9月 13日（8名） 

・2022年 10月 27日（7名） 

・2022年 10月 27日（9名） 

・2022年 12月 6日(8名) 

・2023年 1月 26日(9名) 

・2023年 3月 28日(8名) 

 

オンライン会議 ・検討グループ

員 

9名 

・事務局  6名 

 

 

 

 

 (2)B検討グループ 

・2022年 5月 10日（7名） 

・2022年 6月 20日（5名） 

・2022年 8月 1日（8名） 

・2022年 9月 6日（8名） 

・2022年 10月 12日（7名） 

・2022年 11月 14日 (7名) 

・2022 年 12月 12日（9名） 

・2023年 1月 16日（6名） 

・2023年 2月 20日（9名） 

・2023年 3月 28日（10名） 

 

オンライン会議 ・検討グループ員 

9名 

・事務局 6名 
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 (3)Ｃ検討グループ 

・2022年 5月 31日（9名） 

・2022年 7月 4日（10名） 

・2022年 9月 21日（10名） 

・2022年 10月 18日（10名） 

・2023年 1月 16日（10名） 

・2023年 3月 8日（10名） 

 

オンライン及び

リアル会議 

検討グループ員 11

名 

事務局 6名 

 

(1) 各種消費者被

害の拡大のための

不当な事業活動に

対する差止請求そ

の他の是正を求め

る事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者への申入れ及び差止

請求業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■差止請求関連の申入れ 
 
1.建物賃貸借事業者への申入れ 
 
(1)旭観光㈱ 
・令和 4年 7月 19日 申入書送付 
・令和 4年 12月 19日ご回答のお願
い 
 
(2)㈱サンコーポレーション 
・令和 5年 1月 19日 申入書送付 
 
(3)キタコー㈱ 
・令和 4年 7月 20日 HPに申入れ経
過を掲載し、申入れ協議終了につい
てお知らせを行い、終了。 
 
(4)アルティミス建築設計㈱ 
・令和 4年 4月 4日 令和 3年 1月
24日付け照会書送付し、令和 4年 4
月 4日付けで「ご回答のお願い」を
送付し、回答はなかった。しかしな
がら、現在対象となる建物賃貸借契
約書は変更されて既に使用されてい
ない旨の情報があったことから、令
和 4年 7月 20日付けで HPにて協議

オンライン会議

及びリアル会議 
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終了とした。 
 
3.レンタカー貸渡約款に関する申入れ 
(1)㈱レンタス 
・2022 年 7月 19日再申入書送付 
・2022 年 7月 29日回答書 
・2023 年 2月 17日連絡書及び改訂 
         貸渡約款 

 

2.プラットフォーマーに関する申入

れ 

◇ヤフー㈱ 

・2022 年 4月 21日申入れ協議の終了

の連絡書送付  

 

3.家庭教師派遣事業者への申入れ 
◇有限会社興創 
・2022 年 4月 21日再照会書送付 
・2022年 5月 28日回答書受領 
・2022年 10月 27日申入れ経過を HPに 
         掲載 
・2023年 1月 20日 当該事業者が破産
手続開始決定を受けたことから、照
会終了を HPに掲載した。 

 
4．フォトスタジオへの申入れ 
◇有限会社三景スタジオ 
・2022年 11月 16日 照会書送付 
・2022年 12月 8日 回答書受領 
 
5.保険金請求サポート会社への申入れ 
◇㈱FLLW 
・2023年 3月 13日 申入書送付 
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6.料理教室事業者への申入れ 
◇㈱ABCクッキングスタジオ 
・2022 年 7月 19日 質問書兼申入書 
・2022 年 8月 24日 回答書 
・2022 年 11月 16日 要望書 
・2023 年 1月 4日  回答書 
・2023年 3月 13日 申入れ協議終了の 
          ご連絡 
 
7.パーソナルジムへの申入れ 
◇カロリートレードサッポロ 
・2022 年 7月 19日 照会書 
・2022 年 10月 13日 再照会書 
・2023 年 3月 13日 申入書 
 
◇㈱EVANESS 
・2022 年 7月 19日 照会書 
・2022 年 10月 13日 再照会書 
 
8.除排雪サービス業者への申入れ 
◇優翔㈱ 
・2022 年 11月 16日 申入書 
 
◇㈱高翔工業 
・2022 年 11月 16日 申入書 

当該事業者が破産手続開始決定を受
けたため、協議終了予定 

 
◇ケイアイ 
・2022 年 11月 16日 申入書 
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(2)消費者の財産的

被害の集団的な回

復のための民事の

裁判手続の特例に

関する法律（以下

「消費者裁判手続

特例法」という。）に

定められた被害回

復関係業務を行う

事業その他各種消

費者被害の救済・支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

事業者への返金の申入れ及

び被害回復関係業務 

 
１．除排雪事業者に対する返金の申入
れ 

 
◇合同会社高翔工業 
・2022 年 5月 12日 申入書 
・2022 年 5月 18日 回答書 
・2022 年 7月 19日 再申入書 
・2022 年 8月 15日 回答書 
 
◇マーケティング AD 
・2022 年 5月 12日 申入書 
・2022 年 7月 19日 再申入書 
 
◇KTM Dream Factory合同会社 
・2022 年 6月 30日 申入書 
・2022 年 7月 14日 回答書 
 
◇㈱スノーメディア 
・2022 年 6月 30日 申入書 
 
◇㈲オンザロード 
・2022 年 6月 30日 申入書 
・2022 年 7月 7日  回答書 
 
◇丸福㈱ 
・2022 年 6月 30日 申入書 
 
◇優翔㈱ 
・2022 年 6月 30日 申入書 
・2022年 7月 15日 回答書 
・2022 年 8月 2日 返金を開始した 
         電話連絡がある 
                   
 
２．エステ事業者に対する申入れ 
◇ヴィエリス 
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・2022 年 6月 30日 申入書 
・2022 年 7月 20日 回答書 
・2023年 2月 17日 照会書兼再申入書 
 
◇GFA㈱（ヴィエリス事業譲渡先） 
・2023 年 2月 17日 照会書 
・2023 年 3月 14日 回答書 
 
３．通信販売事業者に対する申入れ 
◇㈱北海道産地直送センター 
・2022 年 11月 16日 申入書 
・2023 年 1月 15日 回答書 
・2023 年 3月 13日  再申入書 
 

 

（２）差止請求関係業務以外の業務 

業務名 

(定款に記載した業

務) 

業務内容の詳細 
当該業務の 

実施日時 

当該業務の 

実施場所 

従業者の 

人数 

収支計算書の

収入及び支出

額 

（単位：千

円） 

(4)各種消費者被害

防止に関する情報

提供及び啓発事業 

 

 

 

 

ホームページ更新 

 

 

 

ニュースレター発行 

 

 

 

 

 

① 申入れ活動 38回 

② 活動報告  5回 

③ お知らせ  13回 

 

① 第 76号 2022年 5月 9日 

② 第 77号 2022年 7月 5日 

③ 第 78号 2022年 9月 1日 

④ 第 79号 2022年 11月 1日 

⑤ 第 80号 2023年 1月 1日 

⑥ 第 81号 2023年 3月 1日 

当法人事務所 事務局 3名 ・収入 0円 

・支出 0円 
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SNSによる情報発信 

 

消費者被害救済のための情報提

供・助言をおこなう 

 

 

不定期 

 
通報件数 152件 

 

 

 

 

・委託、補助事業 

1.北海道消費者行政推進事業 

 

 

・消費者向け消費者裁判手続特例法解説動

画を作成し、道内の 179 の消費生活相談窓

口へ案内 

・消費者庁・適格消費者団体へ DVD送付 

 

当法人事務所 事務局 1名 

検討委員 

理事 

・収入 

1,000千円 

・支出 

  1,028千円 

 2. 北海道委託事業『若年者向

け消費者セミナー』 

 

 

 

(1)令和 4年 6月 3日（金）  

「契約についての基礎知識と注意点」 

・建築学科 22名 

・情報システム学科 39名 

・バイオテクノロジー学科 23名 

・自然環境学科      24名 

 

(2)令和 4年 6月 16日（木） 

  「被害者にも加害者にもならない３つの

ポイント」 

・社会学部 2年生 57名 

 

(3)令和 4年 7月 20日（水） 

 「インターネットのトラブル、若者が陥り

やすい消費者トラブルについて」 

・商業科 1年生 56名 

 

札幌科学技術

専門学校 

 

 

 

 

札幌大谷大学 

 

 

 

 

 

旭川実業高等

学校 

 

 

 

事務局 2名 

監事 1名 

 

 

 

 

事務局 1名 

理事 1名 

 

 

 

 

事務局 1名 

理事 1名 

 

 

 

・収入 

  994千円 

・支出 

   763千円 
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(4)令和 4年 7月 21日（木） 

 「契約の基本知識、若年者が陥りやすい消

費者トラブル、インターネットトラブル」 

・1年生 106名 

 

(5)令和 4年 7月 22日（金） 

 「契約についての基礎知識」 

 「インターネットトラブル」 

・1年生 40名 

・3年生 31名 

 

(6)令和 4年 9月 7日（水） 

 「クレジット・電子マネーについて」 

・103名 

 

(7)令和 4年 9月 9日（金） 

 「インターネットトラブル」 

・3年生 34名 

 

(8)令和 4年 9月 14日（水） 

 「契約についての基礎知識」 

 「インターネットトラブル」 

 ・1年生 81名 

 

(9)令和 4年 9月 26日（月） 

 「契約についての基礎知識」 

「若年者が陥りやすい消費者トラブル」 

北海道千歳リ

ハビリテーシ

ョン大学 

 

 

駒沢看護専門

学校 

 

 

 

 

旭川理容美容

専門学校 

 

 

北海道歯科衛

生士専門学校 

 

 

北海道自動車

整備大学校 

 

 

 

北見情報ビジ

ネス専門学校 

 

事務局 1名 

監事 1名 

 

 

 

事務局 1名 

検討委員 1名 

 

 

 

 

事務局 1名 

検討委員 1名 

 

 

事務局 1名 

理事 1名 

 

 

事務局 1名 

監事 1名 

 

 

 

事務局 1名 

監事 1名 

 



 24 

 ・72名 

 

(10)令和 4年 11月 7日（月） 

 「契約についての基礎知識」 

「若年者が陥りやすい消費者トラブル」 

 ・104名 

 

 

 

北海学園大学 

 

 

 

事務局１名 

理事１名 

 

 

 

3.札幌市委託事業 

消費者行政専門的支援事業 

テーマ「若者の消費者トラブル」 

(1) 相談員・行政職員との相談情報の分析と

助言を行う研究会 4回 

(2) 高校教員向け授業用動画作成 

動画配信形式 

 

当法人事務所 

2階会議室 

事務局 3名 

理事 4名 

検討委員 3名 

・収入 

1,251千円 

・支出 

1,241千円 

 

 

 

4.消費者庁委託事業 

消費者被害の実態調査 

2022年 8月～2023年 1月 

消費者からの通報を基に消費者裁判手続特

例法の適用の観点から検討を加える 

当法人事務所 

オンライン会

議 

事務局 4名 

理事 7名 

検討委員 8名 

・収入 

2,354千円 

・支出 

2,382千円 

 



様式例（法第 14条第 2項第 10号関係） 

○差止請求関係業務以外の業務を行う場合におけるその業務の種類及び概要を記載した書類 

 

業務名 

(定款に記載した

業務) 

業務内容の詳細 
当該業務の 

実施日時 

当該業務の 

実施場所 

従業者の 

人数 

収支計算書の 

支出額 

（単位：千

円） 

(4)各種消費者問

題に関する情報

提供及び啓発事

業  

 

 

①消費者問題にたいする取組及び消費者被害の 

未然防止や拡大防止のためのお知らせをホーム 

ページやニュースレターで行う 

②ニュースレター 年 6回、その他臨時発行 

③ホームページ  月 20件程度 

 

随時 主たる事務所 ・事務局 4名 収入 0 

支出 0 

 

 

 

 電話やメールにて、消費者被害救済のための情報

提供・助言を行う。 

随時 主たる事務所 事務局  4名 

理事・検討委員 

収入 0 

支出 0 

 

 

 

消費者センターに対し、消費者被害救済のための

情報提供・助言を行う。 

随時 主たる事務所 

及び公共施設

等 

・事務局 3名 

・理事及び検討

委員 

収入 0 

支出 0 

 消費者教育の促進のための講座開催及 

消費者裁判手続特例法解説動画作成 

随時 主たる事務所

及び公共施設

等 

・事務局 4名 

・理事・検討委

員 

収入 1,994 

支出 1,791 

 不特定多数の道民及び会員団体・他団体を対象に 随時 公共施設等 ・理事・検討委 収入 0 



消費者問題セミナーを開催し、消費者・事業者への

啓発事業を行う。 

員 

事務局 7名 

支出 50 

(3)各種消費者問

題の調査・研究事

業 

消費者問題に関する各種アンケート調査を実施、

情報提供を行う。 

随時 主たる事務所 ・理事、検討委

員 

・事務局 3名 

収入 0 

支出 0 

(5)各種消費者施

策に関する研究・

提言事業 

消費者関連法及び消費者施策に関して、所轄庁へ

要望・提言をおこなう 

随時 当法人事務所 ・理事、検討委

員 

収入 0 

支出 0 

(6)その他この法

人の目的を達成

するために必要

な事業 

消費者団体、関係行政、他の適格消費者団体との意

見交換を行う。 

随時 公共施設等 ・理事・検討委

員 

事務局 2名 

収入 0 

支出 0 
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２ 翌事業年度の収支の見込みに関する事項 

（１）翌事業年度における収入の見込みとその算出根拠 

収入内容 
収入見込み 

（単位：千円） 
算出根拠 

受取会費 正会員 

              850 

個人正会員 200名 200口×2 

団体正会員 6団体 45口×10 

賛助会員 

350 

個人協力会員 150名 150口×1 

団体賛助会員 20団体 20口×10 

寄付金 5,000 個人・法人からの寄付金 

助成金等 
16,746 

消費者庁・北海道の補助金、郵便寄附金事業からの助成金 

さぽーとほっと基金 

事業収益 

3,953 

北海道委託事業収入（994千円） 

消費者庁委託事業収入（2,006千円） 

札幌市委託事業収入（903千円） 

セミナー等事業収益 50 

その他の収入 30 雑収入 

計 26,929  

 

（２）翌事業年度における支出の見込みとその算出根拠 

支出内容 
支出見込み 

（単位：千円） 
算出根拠 

（差止請求関係業務） 

検討委員会等の開催 

訴訟外の差止請求 

差止請求訴訟費用 

（被害回復関係業務） 

共通義務確認訴訟費用 

 

1,200 

10 

2,800 

 

2,165 

 

事務所費 900 交通費等 300 

郵送費 10 

裁判費用・着手金 500×４ 弁護士報酬 200×４ 

 

裁判費用・着手金 1,165 弁護士報酬 1,000 
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計 6,175 

（差止請求関係業務以外の業務）   

・消費者問題セミナー開催費用 50 講師謝礼 40、諸経費 10 

・広報、情報提供（ホームページ

更新、ニュースレター発行 

 

0 

 

・消費者庁補助事業 13,470 人件費 2,530、会議室レンタル代 72、謝金 4,123、備品費 200、補助員人件

費 3,762、その他諸経費 2,783 

・若年者のための講師派遣事業 994 報償 278、旅費 219、需用費 270、役務費 40、使用料 15、諸経費 82、消費

税 90 

・改正消費者裁判手続特例法動画

解説作成・消費者啓発講座開催事

業 

1,031 旅費 85，報償費 229、役務費 450、旅費交通費 67、報償費 134,会場使用料

60、印刷製本費 6 

・消費者被害の情報収集業務 2,006 報酬 679,会議室料 275,通信費 40、チラシ作成 150,広報用 PV200 

一般管理費 165、調査・分析まとめ作業 220、郵送代 35、役務費 60、消費

税 182 

・消費者行政専門的支援事業 903 報酬等 264，定例会参加日当 336,報告会参加日当 56、資料作成 44, 

事務人件費 120、消費税 83 

・旅費交通費 200 適格消費者団体連絡協議会などの交通費 

・啓発活動 200 啓発関連費用 

小計 18,854  

管理費 1,900 人件費 260、旅費交通費 100、支払手数料 22、会議費 50、諸会費 32 

事務所費 156、水道光熱費 250、事務用品費 300、通信費 280、リース代

180、租税公課 90、雑費 30、業務委託費 150 

 

計 26,929  
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注１ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列 4番とすること。 

２ 翌事業年度の収入及び支出の見込みについては，差止請求関係業務に関する業務計画書（法第 14 条第２項第３号）並びに差止請求関係業務以外の業

務を行う場合におけるその業務の種類及び概要を記載した書類（法第 14条第２項第 10号）を踏まえて記載すること。 

３ 収入には，会費，寄附金，差止請求関係業務以外の業務による収入，借入金等の収入の見込みとその算定根拠を具体的に記載すること。 

４ 支出には，役員又は専門委員の報酬，職員の賃金，弁護士報酬，事務所の賃料等の支出の見込みとその算定根拠を具体的に記載すること。 


